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●整備効果
・景観の重要性についての普及啓発の実施
水面等の低水敷、高水敷、堤防などの河川敷においては、見苦しい景観とならないよ
うに、国等、それぞれの管理者が適切に維持管理を行う。また、地域住民や府民と協働
して、清掃活動や美化活動などの河川環境の美化運動を推進する。廃棄物等の撤去に
努めるとともに、ポイ捨て防止・廃棄物の放置防止など、住民に対する河川美化の啓発
に努める。（淀川等景観形成地域検討書から抜粋）

●委員会等からの意見

周辺景観との調和に関する検討は、河川景観の観点から積極的に検討・実施するべきで
ある。
河川管理施設の景観形成の方向性についての検討は、積極的に推進するべきであり、河川
景観の保全・創造については、下記事項に配慮することが必要である。
・堤内から眺める景観の重視
・堤外から眺める景観の保全
・環境美化という発想ではなく、本来の自然生態系の構成要素にふさわしい環境整備
・河辺に生物にとってのランドマークとしての高木や、休息場所、隠れ家になる河畔林や樹林
帯の保護
また、高規格堤防の整備に際しては、景観上、下記事項に配慮することが必要である。
・高層建築物の連続配置による河川景観の悪化
・河川からの風通しの確保による都市のヒートアイランド現象の緩和効果
なお、周辺景観との調和に関する検討は琵琶湖・淀川以外の地域（例えば都市化の進んだ
猪名川）でも積極的に行うことが必要である。

●進捗状況報告
嵐山の景観保全策として天竜寺の局舎、CCTVに
おいて周辺景観に配慮した構造物を設置。
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